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平成２９年４月大和市教育委員会定例会 

 

○平成２９年４月２７日（木曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 教育長職務代理者   青 蔭 文 雄 

 ２番 委      員   石 川 創 一 

 ３番 委      員   鈴 木 勝 雄 

 ４番 委      員   小 松 俊 子 

 ５番 教 育 長   柿 本 隆 夫 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 山 崎 晋 平 こ ど も 部 長 齋 藤 園 子 

文化スポーツ 

部 長 
小 川 幹 郎 教育総務課長 大 下   等 

学校教育課長 土佐野   睦 保健給食課長 齋 藤 信 行 

指 導 室 長 藤 井   明 教育研究所長 竹 中   崇 

青 少 年 

相 談 室 長 
中 村 真由美 文化振興課長 樋 田 久美子 

図 書 ・ 学 び 

交 流 課 長 
前 嶋   清 スポーツ課長 鈴 木 雅 和 

 

○事務局補助説明者 

こ ど も ・ 

青 少 年 課 

こども・青少年

活動推進担当 

係 長 

平 野 光 男   

 

○書  記 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 係 長 

河 村 章 太 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 主 査 

藤 田 和 宏 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第１（議案第１４号）大和市いじめ問題対策調査会委員の委嘱について 
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 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 
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  開会 午前１０時００分 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまから教育委員会４月定例会を開会いたします。会議時間は正午

までとします。 

 前回の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 

 今回の署名委員は、４番、小松委員、１番、青蔭委員にお願いいたしま

す。 

 続きまして、教育長からの報告をいたします。 

３月３１日には、市長にもご臨席賜り、退職等辞令の交付を行いまし

た。今年は、定年で退職された方が２９名でした。長きにわたり大和市の

教育に力を注いでいただきました。長年のご苦労にお礼を申し上げるとと

もに、これからの第二の人生を楽しんでいただきたいと思います。 

 ４月２日には、大和シルフィードのキックオフパーティーが催され、参

加させていただきました。昨シーズンは、残念ながら２部リーグへの昇格

は達成できませんでしたが、手応えは十分あったと思います。今年こそは

昇格を期待したいところです。 

 ３日には、採用等辞令交付式を行いました。昇任された教員方や異動さ

れた教員方には、新たな立場や職場で、ますますご活躍いただくよう期待

したいと思います。また、今年は、５１名が新たに採用されました。教員

の責任の重さを感じつつも、その若さを生かして、思い切り子どもたちに

ぶつかっていってほしいと思います。 

 ５日には、市立全小中学校の入学式が行われました。桜がちょうど満開

を迎える中、小学校には、１，９９０名の子どもたちが、中学校には、

１，７６０名の子どもたちが入学しました。どの子どもたちも希望に胸を

膨らませて入学してくれたことと思います。思い切り遊んで、思い切り勉

強してほしいと思います。 

 ６日には、年度の始まりとして、小中校長会を開催いたしました。私か

らは、指導要領の改定など、教育改革に関して、慌てることなくポイント

をしっかりと押さえながら、現場が取り組んでいくことなど、基本的な考

え方や姿勢について話しました。 

 小中校長会の後には新採用研修に赴き、子どもたちのそれぞれが抱える

背景にまで思いを至らせながら、教員として一人ひとりに寄り添ってほし

いことを話しました。 

 ７日には、大和市特別支援教育研究会の総会が開かれ、挨拶をいたしま

した。特別支援教育へのニーズが年々高まる中で、それぞれのお子さんへ

の障害の理解の上に立った教育活動を展開していただきたいことと、学校
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全体へ一人ひとりのお子さんに対する情報の共有や、児童生徒理解を求め

ていただきたいことを伝えました。 

 ８日には、やまと子どもミュージカルの公演を拝見いたしました。今年

もすばらしい舞台でした。また、大和市生涯学習振興基金助成事業とし

て、今年は団員以外からも出演者を募り、例年にも増して厚みのある舞台

となっておりました。 

 １１日には、学校運営担当者会の中で、教頭、教務主任の方に、校長を

補佐して活性化した学校をつくることと、今後の教育課程の変更に関する

基本的な考え方を伝えました。 

 １３日には、子ども会連絡協議会の総会に顔を出させていただきまし

た。 

 １４日には、県市町村教育委員会連合会役員会・総会を生涯学習センタ

ーで開催いたしました。青蔭会長、大変お疲れさまでございました。いよ

いよ５月の関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会が近づいておりま

す。遺漏のないよう準備に取り組んでまいりたいと思います。 

 また、同じく１４日には、中学校教育研究会の総会が行われ、挨拶をい

たしました。 

 その後、神奈川県自治会館で行われた県市町村教育長会議に出席しまし

た。この会議の議題の中から、何点か報告いたします。 

 １点目は、この会議の冒頭で、文部科学省の方から、学校運営協議会制

度にかかわる改正事項について、説明があったことです。学校運営協議会

制度については、いわゆるコミュニティスクールのことですが、学校運営

協議会に関する地教行法の改正があったということでの説明でした。この

点については、さまざまな場面で情報をお伝えして、協議をしていただき

たいと思います。 

 改正事項としては、各教育委員会に協議会設置の努力義務が課せられた

ことです。学校運営協議会に対して、校長がリーダーシップを発揮するこ

とが求められるようにもなりました。また、学校運営協議会が教職員の任

用に関する意見具申に対しては、その範囲を教育委員会規則で定めること

が求められております。 

 教育長会議の報告の２点目は、教科書採択についてです。昨年には、教

科書採択をめぐって教科書会社との不適切な関係が、全国で問題になりま

した。そして、今年は、小学校の道徳について教科書を採択する年度で

す。教科書の献本の禁止などの周知を教職員にも図り、信頼される教科書

採択を求める内容でございました。 

 ３点目は、特別支援学校の居住地交流ガイドラインの一部を改正し、よ
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り円滑な居住地交流ができるようにしたいとの説明でした。 

 また、これ以外の議題としては、政治的中立性の確保、インクルーシブ

教育実践推進校への入学状況、不祥事防止などの議題がございました。 

 また、県学習状況調査（旧：ア・テスト）につきましては、来年度より

休止する旨の説明もございました。教育長会議の報告はこの程度にさせて

いただきます。 

 １５日には、国際ソロプチミストやまとーｅのチャリティーコンサート

があり、鑑賞いたしました。また、同日、学校図書館へ同団体よりご寄附

をいただきました。子どもたちの読書活動を応援してくださる市民の方か

らの声は多く、とても励みになります。 

 １５日の夜には、青少年指導員連絡協議会の総会がありました。それぞ

れの地域で、青少年健全育成に取り組んでいただき、本当に感謝の気持ち

にたえません。 

 １９日には、小学校の教育研究会総会が、芸術文化ホールで行われまし

た。 

 ２０日には、大和美術協会展をのぞかせていただきました。１００号の

大作も多く、それぞれの個性的な作品を楽しく拝見いたしました。学校で

は、美術館での絵画鑑賞を行っておりますが、こうした大和の作品展を、

子どもたちにも楽しんでもらいたいと思いました。 

 ２２日には、退職校長会総会が催され、私からは、中学校の学習支援が

始まったことや、夏休み寺子屋の参加人数などを話しました。夏休みの寺

子屋を初め、退職校長会の皆様には、さまざまな場面でご協力をいただい

ており、お礼もお伝えいたしました。 

 ２３日には、大和市書道連盟展をのぞかせていただき、その後、少年消

防団入団式に参加させていただきました。今年から、中学生も入団できる

ようになり１６５名の団員となりました。ますます活躍が期待されます。 

 ２６日には、県央教育事務所管内の教育長会議がございました。主な議

題といたしましては、今年から県の高校で障害をお持ちのお子さんを受け

入れるということが、今の高校１年生から始まりましたので、インクルー

シブ教育の取り組みの報告がなされました。 

 また、県費での旅費の配当についての説明や、平成２８年度末人事異動

の概要、今年度の教員採用試験の日程等が議題として上がりました。 

 次に、次月定例会までの予定をお伝えします。 

 ５月１１、１２日に、つくば市で、関東地区教育長協議会の総会が開か

れます。今年は、分科会の発表を私がやらせていただきます。いただいた

テーマは、生涯学習ということですので、文化創造拠点シリウスの可能性
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を関東の皆様に紹介したいと考えております。 

 １３、１４日には、大和市民まつりが開催されます。今年も教育部はス

テージ部門の担当ということで、小松委員にはご苦労いただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 １６日には、神奈川県華道展と、租税教育推進協議会、ＰＴＡ連絡協議

会の総会に出席させていただく予定です。 

 １７日には、本年度１回目になります総合教育会議が予定されておりま

す。教育関連施策と予算が話題の中心になるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。また、同日、いじめ問題対策調査会が開かれます。 

 １８、１９日は、全国都市教育長協議会が奈良市で開催され、参加させ

ていただく予定です。 

 私からの報告は以上とさせていただきます。 

 ただいまの報告に関しまして質疑、補足等がございましたらお願いいた

します。 

○石 川 

 委 員 

  それでは、私は、採用等辞令交付式に出席させていただきましたので、

感想等を述べたいと思います。 

 新採用の教員方が、今後大和市の子どもたちとともに、希望を持って、

いい教員にぜひなってほしいなと、それが一番の希望だと思います。大事

なことは、現場で若い教員をどう育てていくかというところであり、今

後、力を注いでいただければと思っております。 

○鈴 木 

 委 員 

  私は４月５日に、小中学校の入学式に出席いたしました。特に印象に残

ったのは、小学校で、来賓として「ご入学おめでとうございます」と言い

ましたところ、新入生から「ありがとうございます」と大きい声で返答が

あったことです。その後、全ての来賓の方にも「ありがとうございます」

という返答があったという、ほほ笑ましいことがありましたので、ご報告

させていただきます。 

○小 松 

 委 員 

  私も小学校の入学式に出席させていただきました。入学児童が７０名を

切っていて、非常に小さな小学校でした。２年生によるパフォーマンスが

ありまして、学校生活の１年間の大体の流れを、前に出て発表していまし

た。国語、算数、音楽の授業ではこんなことをやる。体育は実際に跳び箱

を使って、１回転したりしていました。恐らく２年生がその場に出るとい

うことで、２年生自身が一つお兄さんお姉さんになったという自覚を、１

年生は「あんなふうになれるんだ」ということを感じたかと思います。初

めて小学校に入学させる保護者の方にとっては、小学校生活は今までの生

活とは大きく変わってくるところがありますので、不安に思っていること

があると思います。しかし、１年間の大体の流れ、様子を見て、そして何
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よりも１年間たつとこんなに成長するということを見られたのは、恐らく

保護者の皆さんにとって、心強く、安心できたのではないのかと思いまし

た。 

 ２年生の児童も立派にパフォーマンスをしていたのが、とても印象に残

り、ほほ笑ましくて、こじんまりとしてはいたのですが、温かい入学式だ

ったと感じました。 

○青 蔭 

 委 員 

  私は、４月１４日に、神奈川県市町村教育連合会の総会に出席しまし

た。おかげさまで、無事に式は済みました。５月には関東甲信越静教育委

員会連合会総会がございまして、大変多くの方にご出席いただきます。

１，２４０数名ということで、シリウスのメインホールと、サブホールに

分かれないといけないことをご報告いただきました。本当は地元の神奈川

県の方々に一番いい席をと思ったのですが、メインホールは１，０００人

を超えては入りませんので、サブホールでのご出席の協力をいただくこと

となります。その後、総会に出られなかった方からも、シリウスの会場へ

来たかったというお電話を頂戴いたしまた。大和市制始まって以来の、１

都１０県を網羅した教育委員にご出席いただく会議の開催ということでご

ざいますので、教育長並びに各課におかれましても、ご協力をいただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

ほかにないようでしたら、ただいまの報告に対する質疑を終了します。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  日程を変更いたしまして、議案を１件追加いたします。 

 日程第１（議案第１４号）「大和市いじめ問題対策調査会委員の委嘱に

ついて」を追加して議題といたします。 

 細部説明を求めます。藤井指導室長。 

○藤 井 

 指導室長 

  大和市いじめ問題対策調査会につきましては、大和市いじめ防止基本方

針に基づく組織です。具体的には、同方針に基づくいじめの対策を効果的

に行うための調査研究や、いじめの重大事案が起きた際に調査を行いま

す。平成２７年度に発足し、委員の任期が２年であることから、今回は、

その規則に基づき、新たな委員の委嘱についてご審議をいただくもので

す。 

 規則に定める選任区分に基づいた候補者について、１番弁護士、２番医

師、３番臨床心理士までは、それぞれの委員の所属する団体から推薦をい

ただいております。４番の学識経験者は、児童生徒指導を専門とする大学
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教授です。５番は、県教育委員会から推薦をいただいた職員です。６番、

７番、児童生徒の保護者につきましては、今年２月２１日から４月６日ま

で、教育委員会のホームページで公募を行いましたが、応募がなかったこ

とから、校長先生、ＰＴＡの方々、さまざまなところから情報を収集いた

しまして、事務局で適任と考える人物を候補者としております。６番の方

は、小学校の保護者で女性です。７番の方は、中学校の方で男性です。お

二人とも長くＰＴＡの役員を歴任されておりまして、学校教育、社会教育

とも非常に豊富な経験、知識をお持ちの方でございます。８番、９番につ

きましては、各小中学校の校長会からご推薦をいただいて、人選をしてお

ります。 

 任期は、平成２９年５月１日から平成３１年４月３０日までの２年間

で、第１回の会議を５月１７日に予定しております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。質疑、ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。 

○青 蔭 

 委 員 

  それぞれ、各地域、団体からの推薦でございますので、申し上げること

はありません。ぜひ何かありましたら、ご協力いただきたいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、質疑のほうを終結いたします。 

 これより議案第１４号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」の声） 

○柿 本 

 教育長 

  異議なしということで、議案第１４号は可決いたしました。 

 

   

◎その他 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、「その他」に入ります。 

 各課での報告事項について、順次報告をしてください。 

 今回は、「大和市教育委員会の会議における報告事項に関する申合せ」

に基づく報告のうち、学期ごとの報告となっている事項について、３学期

分の報告がございます。 

 初めに、藤井指導室長。 

○藤 井 

 指導室長 

  市立小中学校におけるいじめの認知件数の学期ごとの報告事項でござい

ます。これは、３学期、１月から３月分ということで、報告をいたしま
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す。 

 まず、小学校の件数につきましては４９件、中学校が１２件、昨年同時

期よりも件数が多くなっております。これは、被害者の気持ちに寄り添い

調査をしているという中で、特に小学校なのですが、児童支援中核教諭な

どの見守り、それから丁寧な聞き取りなどによって、軽度な状況でも、認

知件数として挙げていることからです。一方、重篤ないじめの数は非常に

少なくなってきていることは、非常に良いことであると捉えております。 

 小学校につきましては、７１％が４年生から６年生でした。また、全体

を通して、主たる内容の５６％が、からかい、嫌がらせになっておりまし

て、冷たい態度を取るであるとか、物を隠す、ちょっかいを出されるなど

がございました。暴力件数につきましては、６件ですが、内容としては、

たたく、ぶつ、相手が非常に嫌がる行為というようなことで、報告を受け

ております。 

 それぞれの解決に向けては担任、校内支援チームで対応しております。

小学校３年生に未解決が１件ございます。これにつきましては、加害者側

のお子さんに、発達面での課題も考えられるという中で、専門機関と連携

をしながら、継続的に今も見守りをしているというような状況で、再発防

止に取り組んでおります。 

 なお、小学校の場合、ＬＩＮＥ、ツイッターに関するトラブルはござい

ませんでした。 

 １年間を通して見た場合、小学校では、１学期から７３件、１１０件、

４９件で、トータル２３２件でした。３学期につきましては、期間が短い

ということもありますが、お互い思いやる気持ちなどをだんだんと持てる

ようになってきたということがあります。子どもたちの気持ち、それから

教員の指導力向上に努めてまいりたいと思います。 

 続きまして、中学生についてです。 

 からかい、嫌がらせ、それからＳＮＳに関連する事案、それぞれ４件ず

つ報告されております。特に、ＳＮＳに関連する事案は、ＬＩＮＥのメン

バーから外されたというのが１件、ＬＩＮＥの中で相手を避けるような話

題を書き込んだというのが１件、ツイッターの中に悪口を書き込んだとい

うのが２件になっております。 

 ＳＮＳの関係は、児童生徒、保護者を対象とした講演会であったり、生

徒会が中心になって自分たちの学校のスタンダードを作ろうということ

で、約束事などをつくっている中学校もございます。今後も、このＳＮＳ

に関するトラブルというのは、十分注意していかないといけない一つと考

えております。 
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 中学校の場合、全体を通して解決に向けては小学校と同様、担任や校内

チームで対応して、全て解消している状況でございます。 

 １年間を通して見た場合は１学期から２７件、２２件、１２件でトータ

ル６１件でした。いじめの認知件数については、以上です。 

 続きまして、指導室におけるいじめ・不登校の相談受理状況です。今回

は、３学期の報告ですが、継続事案もございますので、１学期、２学期に

つきましても触れていきたいと思います。 

 まず小学校です。１０月、いじめの相談件数１件、継続事案として挙げ

られております。これは以前も報告しましたが、悪口を書いた手紙が入れ

られていたという中で、誰かわからない状況が続いていたということから

継続としておりますが、２学期の段階で全体指導などを通して、こういう

事案はございません。ただ、やはりこういうところは気をつけていかなけ

ればいけないものですので、継続として数字を入れております。 

 それから、３学期、不登校、相談件数１、解決済みとなっております。

これは、他市から１１月下旬に大和市の小学校へ転校してきた６年生のお

子さんの件です。学校への不適応などがあり、行けない時期がありました

が、中学校に進学しまして、現在は、元気に通っている状況でございま

す。 

 中学校になります。１学期、いじめで件数１、継続１、不登校で相談

１、継続１、これは同一の人物でございます。中学校３年生のお子さん

で、おば様がいろいろ学校に行けないということを心配して、指導室に、

相談に来ていました。学校でも、不登校支援員が入っている教室で学ぶな

ど、継続的に学習支援を行ってきました。その結果、卒業してからの進路

を決定いたしまして、今は高校に通っております。 

 ２学期です。不登校が９月に２件、いじめが１０月に１件、計３件ある

のですが、全て私立の学校をやめて、公立の中学校に戻ってきたいという

ことで、戻るに当たっていじめられないであろうかとか、もともと私学の

ほうで不登校の状況があったということで、ご相談を受けている件でござ

います。 

 まず、不登校、９月の２件ですけれども、いまだに指導主事が、家庭と

もいろいろやりとりしている状況がございます。そのうち１名は、現在、

中学校に籍を置きながら、フリースクールにも通っております。 

 もう一人につきましては、自分の学校には、なかなかまだ行けずに「ま

ほろば教室」に登校を始めたというような状況です。 

 １０月、いじめの１件と不登校の１件は、同一人物です。このお子さん

につきましては、現在、元気に中学校に通っております。 
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 最後に３学期、いじめになります。相談件数１、これは３年生になるの

ですけれども、卒業式前に、仲間から悪口を言われたということで、卒業

間近ではあったのですが、教員にも対応していただきまして、最終的に友

達と仲よく元気に卒業していきました。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  では、続いて長期欠席児童生徒数に関しまして、中村青少年相談室長。 

○中 村 

 青少年 

 相談室長 

  長期欠席児童報告書は、連続３日、断続５日以上の欠席をした児童生徒

について、病欠や家事都合なども含めた児童生徒の欠席状況を報告したも

のでございます。 

 小学校におきましては、長期欠席児童の数として、１月が１０６名、２

月が１１３名、３月が７８名となっております。この中で病気や家事都合

等、不登校に直接つながらない欠席数として、１月は３１名、２月は 

３０名、３月は１４名と報告されております。１月、２月は、感染症によ

る欠席が若干多く見られましたが、その後、ほとんどの児童は病状が回復

し、登校できています。 

 ３学期において、どの月も昨年度と比較して、人数が増加しておりま

す。この中で病気等による欠席を除いても、昨年度より多くの児童の報告

が上がっている現状がございます。 

 その中で、３日から５日の欠席児童の半数以上は、病気によるものがほ

とんどでございますが、新たに欠席になった児童９名の中には、生活の乱

れからくる欠席、また、学校生活の不安を訴える児童もおりましたので、

担任が家庭と連携を取り、生活のリズムの改善や学校での環境の調整を図

っております。５日から１５日の欠席児童の中には、友人関係、学習、行

事に対する不安を訴える児童が多く、それに伴って欠席が続き、生活の乱

れなどによって、欠席が長引くという実態がございます。その中には、ご

家庭との連携が難しいケースも多く、家庭訪問による登校支援を行いつ

つ、本人が苦痛に感じている教科や行事への配慮を行っております。１６

日以上の欠席児童は、欠席が長期化しておりますので、家庭訪問、また相

談機関の継続的な相談を行っております。家庭訪問においては、児童の興

味ある話で、担任と児童が関係を保ちながら、学習支援も行っていくとい

うケースが増えています。また、保護者の不安な気持ちに寄り添う相談

を、学校に派遣している相談員が継続的に行っております。 

 １年間を通して、２学期の夏休み明け、また、小学校では１１月にかけ

て不登校が増加しております。その要因としましては、無気力、それから

友人関係というものが多く挙げられています。これは学習のおくれや、友
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人とのトラブルによって、本人が苦しさを感じ、その課題が解決されない

中で、無気力につながっていくという傾向が見られます。 

 家庭との連携を図り、本人の気持ちに沿った支援で、不登校が改善され

るケースもありますが、家庭との連絡が取りにくい、家庭と方針がうまく

共有できないケースもあり、そういったケースについては、不登校が長期

化している現状がございます。登校を促すだけでなく、家庭や本人の気持

ちに寄り添い、丁寧に支援の方法を共有していく必要があります。 

 また、小まめな家庭訪問で保護者との関係を築き、別室を活用した個別

の学習支援を行う学校が増えてきました。 

 長期化して、なかなか登校できない児童へは家庭訪問、放課後登校など

によって関係づくりをしながら、学習支援を行っております。別室登校で

は、児童の気持ちを聞き、不安を解消させながら、徐々に教室復帰を目指

しています。登校の促しの時期が早過ぎると、状況が戻ってしまうという

ことも何件かありましたので、児童の状況を把握しながら、学校がさまざ

まな関係機関、相談員と情報を共有して、児童の状況を的確に見きわめて

対応していくことが重要と考えております。 

 引き続き、中学校における長期欠席生徒について、ご説明させていただ

きます。１月が２０２名、２月は２０８名、３月は１６３名の報告が挙が

ってまいりました。そのうち、病気、家事都合で、直接不登校には入らな

い生徒の数は、１月が１２名、２月が１０名、３月が４名となっておりま

す。３月は、学年の締めくくりとして、進級・進学・卒業を意識させた取

り組みを各学校が行っており、卒業等を考慮しながら、登校のきっかけを

作っております。特に３年生は、卒業式に参加するという目標を掲げ、関

係機関、学校、相談員等が連携を図り、支援を行い、多くの生徒が卒業式

に参加することができました。 

 ３日から４日の欠席の生徒の中には、年度当初、長期の欠席をしていた

のですが、「まほろば教室」や別室登校などにつながり、登校が徐々にで

きるようになり、欠席が少なくなってきたという生徒が挙がっておりま

す。また、不登校が長期化し始めた６日から１５日の間の生徒におきまし

ては、中学校では別室登校、「まほろば教室」の通室、またフリースクー

ル等、個々の生徒に合った形で、登校支援を行っております。その中で

は、やはり医療機関につながるケースも多く、関係機関と連携して支援を

行っております。 

 生徒が友人関係という形で不登校の理由を挙げていても、その裏には家

庭的な課題があったり、学習の課題があったり、複数の課題が見えてくる

ケースがほとんどです。不登校の要因を的確に見きわめ、早期の対応を行
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えるように、今後も努力してまいりたいと思います。 

 また、不登校が長引く１６日以上の生徒につきましては、保護者の不安

も非常に高くなっておりますので、生徒の継続的な面接と同時に、保護者

の面接を行い、必要な情報を共有しながら、連携して支援を行っておりま

す。 

 また、継続的に個別の学習支援も行っている中学校が非常に増えており

ます。進学については担任が中心になりつつ、生活についてはスクールソ

ーシャルワーカーやスクールカウンセラーが相談に乗り、役割分担をしな

がら、生徒や保護者を支えております。 

 ３年生は卒業式後も、引き続き学校において、学習支援や不安を取り除

くための面接を行うケースも幾つかありました。 

 １年を通して見てみると、件数としては昨年とほぼ同じ数の生徒が挙が

ってきております。中学校におきましても、不登校の生徒数はやはり夏休

み明けの８月、９月に増加し、その後横ばいが続いております。不登校の

きっかけとなる要因は、友人関係、学校生活が主なものであり、それが解

決されないで長期化するケースもございます。小学校と同様に、無気力と

いう形で、その要因が加わっているケースが多く挙がっております。 

 また、友人からかけられた言葉に傷ついたり、部活動や学業でつまずい

たことがきっかけで、クラスに居づらさを感じる生徒も多く見られます。

手紙や家庭訪問で生徒とのつながりを保ちながら、保護者と連携して、要

因を解決しながら、改善を図っております。 

 特に、夏休み明けから生活が乱れて不登校につながるというケースも多

く、本人が学校へ行きたいと強く思っていても、実際にはなかなか体が動

かず、登校できないという生徒も多くいます。その中には医療につながる

ケースも２９名おりました。内科、心療内科、精神科等の受診を受け、入

院等の治療を受ける生徒もおり、退院後、丁寧に医師の指示のもと、学校

生活の支援を行っております。 

 長期化した生徒の中には、「まほろば教室」やフリースクールに通う生

徒も多数おりました。 

 中学校の報告は、以上になります。 

 引き続き、青少年相談室における相談の受理状況についてご説明させて

いただきます。 

相談内容として、３学期最も多かったのは、不登校の相談でございま

す。３１件ありました。不登校の相談は、学校と連携し、保護者の承諾を

得て、学校での環境を調整しつつ、保護者、児童生徒の面接を行いまし

た。それぞれのケースの課題を整理しながら、必要に応じて医療機関等、
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外部機関につなげ、保護者、児童生徒の不安を取り除きながら、登校への

支援を行いました。 

 次に多かったのが学校生活で、２９件でございます。友達とのトラブル

により、学校生活に不安を抱えている児童生徒がほとんどでございます。

本人の気持ちを丁寧に聞き取り、学校での環境を整えるとともに、本人の

心理的なケアを行うことを目的として、継続的な面接を行いました。 

 続いて多かった相談が、性格・行動上の問題という形で、１９件挙がっ

ております。こちらは、発達など児童生徒の特性から来るさまざまな課題

により、学校生活での支援を必要とする児童生徒に対して、学校と連携し

て環境を整え、継続的な面接を行って対応しております。 

 続いて多かったのが、発達障害と学業・進路・進学、こちらが同数で、

１２件となっております。 

 １年を通して見てみましても、不登校の相談が最も多く、１年間で 

１４８件、ケースとして挙がってまいりました。内訳ですが、こちらは小

学生が３９件、中学生が９１件、高校生が１８件で、中学生が６割を超え

た状態でおります。 

 続いて、性格・行動上の問題ということで、１１３件挙がってきており

ます。こちらは、小学生が９５件、中学生が９件、高校生が４件、その他

５件、その他は就学前、大学や専門学校等の生徒がおりました。小学生が

最も多く、全体の８割以上を占めております。 

 続いて、学校生活が８３件挙がっております。こちらも小学生が６２件

と、最も多く挙がっております。 

 続いて、発達障害が５１件で、こちらも小学生が３６件と最も多くなっ

ております。小学校での相談員による相談活動がここ１、２年で、定着し

て、小学校での相談が増えるようになりました。子どもたちの課題に対し

ては、できるだけ早い段階で相談支援につながるように、今後も学校と連

携して、学校相談員が継続的に相談活動を行っていきたいと思っておりま

す。 

 以上が、青少年相談室の相談受理状況のご説明でございます。 

 青少年相談室における街頭補導状況についてご説明させていただきま

す。 

 １月から３月において実施しました補導回数は、７５回です。補導従事

者は延べ２６６名でした。 

 補導の内容は、１学期、２学期と同様で、暴走行為等交通違反が最も多

く３７件で、自転車の二人乗り、また、携帯電話等を操作しながらの自転

車の乗車が目立ちました。次に、飲酒・喫煙が１１件で、こちらは全て喫
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煙でした。喫煙につきましては、グループになって公園やショッピングセ

ンター等で喫煙をする行為が目立ちました。１年を通しましても、自転車

による交通違反の行為が最も多く見られましたが、飲酒・喫煙、怠学・怠

業の件数も幾つか挙がっております。 

 また、その他としましては、金品持ち出し、不良交友という形での指導

を行っております。補導の大半は、高校生でございますが、交通違反とし

て、中学生や小学生の補導件数も幾つか挙がっております。引き続き丁寧

に街頭補導を行っていきたいと思っております。 

 続きまして、教育支援教室「まほろば教室」の通室状況についてご説明

させていただきます。 

 「まほろば教室」には、３月の段階で３２名の児童生徒が通室いたしま

した。うち、小学生が５名、中学生が２７名でした。 

 中学生、特に３年生は学校の卒業式の参加に向けて、「まほろば教室」

の支援指導員と学校が連携して、環境を整え、多くの生徒が学校での卒業

授与式に参加することができました。また、中学３年生の１２名のうち、

１１名は進学先が決まり、現在、高校に通っております。また、１名につ

きましては、就職し社会に出ております。いずれも１２名、新たな一歩を

踏み出して、現在、頑張っているところでございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

 続きまして、大下教育総務課長。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  「教育委員会が受け付けた市立小中学校に関する苦情」でございます。

１月から３月分になります。 

 総件数としては１１件ございますが、そのうち、青少年相談室が４件、

指導室が７件となっており、主な内容といたしましては、教員への不満が

７件となっております。 

 基本的には、学校でクラスの担任に話して解決ということになります

が、ある意味では青少年相談室へ、ある意味では指導室へと、どうしても

外部の人にも聞いてもらいたいということの中での苦情でございました。

いずれも青少年相談室や指導室が、直接保護者の意見を聞きながら、学校

とも調整して対応をしているものでございます。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、ここまでの報告事項について、質疑、ご意見等ございました

らお願いいたします。 

○鈴 木  

 委 員 

  全体としまして、いろいろ課題がある児童生徒の今の状況が細かくわか

りました。特に、いじめ・不登校の中で、解決されたケースの報告があり
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ましたが、こういう解決方法があるということを、全教職員に周知してい

ただきたいと思います。 

 １点質問です。いじめの認知件数でございますが、平成２７年度と比べ

ると、小学校も中学校も約３倍に増加しているように見受けられます。そ

の理由を教えていただければと思います。 

○藤 井 

 指導室長 

  特に小学校は、児童支援中核教諭を配置したことから、きめ細かく、い

ろいろな事案を見ることができているということが、大きい要因だと思い

ます。小学校は、平成２５年からの４年間で、年間１０８件、１５４件，

１６１件、２３２件と、認知件数が増えております。ちょうど児童支援中

核教諭を入れた頃からとなっています。また、いじめにつきましても、子

どもの視点に立って物事を見ていってくださいということが、周知されて

きたと思っております。 

 また、中学校は、以前からコーディネーター、生徒指導担当がいまし

た。３学期だけで見ますと３倍という件数ですけれど、年間で見ますと、

やはり平成２５年から７０件、５５件、５９件、６１件であり、６０件を

境に増減はありますが、大きくは増えていない状況でございます。 

 以上です。 

○石 川 

 委 員 

  例えばいじめ等で、どういうことが解決をしたと言えるのかということ

ですが、指導して表面上は直ったけれど、本当に解決したのかということ

については、きめ細かな観察等が必要だろうと思います。その辺はいかが

ですか。 

○藤 井 

 指導室長 

  おっしゃるとおりでございます。これまでは、比較的に教員側の見立て

の中で判断されることが多かったです。 

 今は、解決については、いじめに係る行為がなくなっていること、被害

児童生徒が心身の苦痛をその時点で感じていないこと、不安な行為がなく

ても不安な状態があればまだ解決とはしないということ、特に問題が継続

していない期間が２カ月から３カ月程度続くことをもって解決と考えてい

きたいことを、学校へ伝えております。 

○柿 本 

 教育長 

  本当に難しい問題であり、重大なことだと思います。 

 

○小 松 

 委 員 

 昨年度と比較して数字的に増えたというのは、先ほど説明していただい

たので理解はできるのですが、数字で表すこと、数字上で見ることは非常

に難しいと思います。 

 昨年度の数字よりも増えたとか減ったとか、そういう問題ではないと思

うのです。根本的にはゼロになっていかないといけないと思うので、その

手立てをどうしたらいいか、みんなで考えていかなければいけないのでは



17 

ないかと思います。不登校もそうですけれど、なぜ増え続けていくかとい

うことだと思うのです。学校や関係機関もいろいろな手立てを考えてくだ

さっているとは思いますが、昨年よりも増えました、減りましたというの

ではなくて、不登校の生徒をゼロにするためにはどうしたらいいかという

ことを考え、目標はゼロ件になることだと思います。 

 そのため、数字で表すのは本当に難しいと思うのですが、ゼロにするた

めにどうしたらいいかということを、これからももっと考えていかなけれ

ばいけないと感じております。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委 員 

  私は、ＳＮＳが小学校でゼロ、中学校で４と書いてございますが、ここ

を探求するには、闇夜にカラスを探すようなものだと思います。ゼロと

は、私はとても考えられません。昨今の報道等からすれば、この数値を見

ると安心いたしますが、ただ、これの裏に非常に深く潜入しているものが

あるのかなと思います。 

 例えば親の前では見てもいいような携帯を置いて、自分たちが使ってい

る携帯はお風呂場に持っていき親に見せないというようなことが、往々に

してあります。だからといって、これを我々がどこまで探れるかというこ

とは大変難しいのですが、ゼロだから安心だとはとても思っていません。

ぜひ細かに対応してください。 

 それから、先ほどご説明いただいた不登校のことですが、医療機関にか

かったケースが２９人とありましたが、個人情報にあたることは問いませ

んが、数の内訳や、保護者あるいは学校が気づいたとか、結果的にどうな

ったというような、何人いて、どういうことで原因がわかったのか、途中

経過、結果を、ぜひ明記していただきたいと思います。全件についてとは

申しませんが、傾向というところだけは書いていただいたほうが、見てわ

かるかと思います。発見したところはどこかというところを網羅していか

ないと、原因解明できませんので、ぜひそうしていただきたいと思いま

す。 

○柿 本 

 教育長 

  検討させていただきたいと思います。 

 他にはいかがでしょうか。 

○石 川 

 委 員 

  長期欠席児童、不登校も含めて、教育委員会や学校としては、学校に来

てほしいという事ですけれども、不登校の子どもたちは、学校にどうして

も来なければいけないのかという基本的な考え方も加味し、フリースクー

ル等に行っているお子さんもいるでしょうし、そういうようなことも認め

ていくというか、考えていく必要があるのではないでしょうか。原因があ

って、学校に来られないというお子さんなのでしょうけれど、どこかで全
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員を学校に来させなきゃいけないという考え方から、そういう子どもたち

も認めていくような方向性が大事だなという気はします。 

 だから、いわゆる不登校のお子さんがどういう状況かということを把握

し、その中で、このお子さんについては、学校に来てもらうよりも別のと

ころで学習していくというようなことも考えていく必要があるのではと思

います。 

○青 蔭 

 委 員 

  全く学校へ行かなくなった子が、ずっと詩を書いていて、自分で出版社

に掛け合って本を出したところ、詩集で２０万部売れるなんて普通ないの

ですが、たちまち２０万部売れたということがありました。彼のすごいの

は、「もっと次のことを」としたところです。次のこと、つまり能力とい

うのは、学校へ行って全てではなくて、ある部分の能力を引き伸ばしてあ

げるということも、また大事だなと思うのです。この子にとってはお母さ

んでしたが、これにはサポーターが必要になってきます。能力というの

は、それぞれ持っていますので、それを引き伸ばすような方法を私たち

が、生み出してあげたいと思います。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございます。 

 私も気になっているのですが、自殺の問題について、今、実は成人の自

殺者数は減ってきているけれども、子どもたちの自殺者数は年間５００か

ら６００というところで、大人たちの自殺は減ってきましたが、若者は横

ばいであるということです。先ほど小松委員からもありましたけれど、減

っていないというところです。その裏側に何があるかを考えないといけな

いと思います。 

 不登校に対する考え方として、青蔭委員からもお話しがありました多様

な才能や、多様な価値観を認めると同時に、多様な悩みに応えていく、そ

ういった多様な壁というものに、寄り添っていくということは必要なのだ

と思います。 

 病気の話として、３学期だから感染症の話が出ました。ここに数字は載

っていないのですが、例えば、中学校の１月は１２人が感染症によるもの

との説明があったと思いますが、その件数と、記載にある１月の３７人と

いうのは、どういう違いがあるでしょうか。病気という数字もほかから見

て大きいわけですから、ここでいう病気とは一体何なのか教えてくださ

い。 

 ２つ目は、やはり今の自殺の問題からいうと、中学生の不登校になった

きっかけで気になるのは、友人関係と無気力です。ここは学校にも関係し

ている部分があると思うのです。当然、友人関係は学校の中にありますか
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ら、これが、小学校ですとお子さんの数、不登校の出現率も違うのですけ

れども、無気力はぐんと増えている。集計していくときに、この背景を分

析をしていたら教えていただきたいと思います。 

 先ほど言った子どもたちが思い詰めてしまう前に、どういう背景があっ

て、特にどういう原因があってといったところを分析して、手立てを打っ

ていくということが、本当に最悪の事態を避けることにつながると思って

います。 

○中 村 

 青少年 

 相談室長 

  まず、病気についてですが、不登校につながらない１２人の欠席という

ものにつきましては、単純に風邪を引いてしまった、感染症になってしま

った、または家庭の都合という形で捉えています。そしてさまざまな要因

によって学校に行けなくなってしまう、不登校につながるという形で挙げ

ていただいておりますのものが、下の表になります。不登校につながらな

い数というのは、あくまでも担任の先生の判断のもとによる病気というと

ころですが、不登校のきっかけとして挙がっているものは、病気だけの欠

席ではなく、腹痛を訴えたり頭が痛いとか、体調がどうも思わしくないと

いうことと同時に、友人関係の問題があるお子さんであったり、家庭的に

厳しいお子さんであったりという形で、原因がよくわからないけれども、

病気という形でも挙がってきているものとなっております。 

 ２点目の中学生の友人関係と無気力についてです。友人関係の苦しさと

いうのは、教員のなかなか目が届かないところでの苦しさというところで

して、相談につながればいいのですが、相談につながらずに結構悩んでし

まって、休みがちになったところで見つかるというケースがあります。 

 無気力については、家庭の中でも相談ができない、あるいは保護者の思

いとお子さんの思いがちょっと違っているという苦しさの中で、どうしよ

うもなくなってしまうということがあったり、学校は解決策の対応はして

いるけれども、友人関係の中で本人が不安に思ったり、「どうせ行っても

また同じようなことが繰り返されてしまうだろう」という思いでの苦しさ

によって、不登校が長期化するという生徒が多く見られます。無気力につ

いては、さまざまな要因のもと、本人がどうしていいかわからず、学校に

行く力が出せなくなってしまうというところで、挙がってきております。

この中には、学校には行かなければいけないという思いもありますし、明

日は学校に行こうという気持ちの生徒がかなり見られますが、体が動かな

いということで、無気力として不登校につながっているというのが、中学

校では顕著に見られます。 

 以上です。 
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○柿 本 

 教育長 

 

 

  ありがとうございます。 

 中学生の友人関係が増えていますが、いじめの認知件数での、からか

い、嫌がらせ、暴言は、中学校は低いのです。いじめの認知件数だけ見る

と、中学校の友人関係は、小学校と比較するとうまくいっているように見

えます。しかしながら、不登校のきっかけの一つとしての友人関係は、中

学校が多いのです。そういったところを丁寧に見て、子どもたちの人間関

係はどうなっているだろうかというところをしっかりと見ていくことが必

要であり、子どものほうに寄り添って何か解決してあげられる、何か相談

に乗ってあげるように、分析を深くしていけたらと思います。 

○石 川 

 委 員 

  この不登校になったきっかけの無気力というのは、きっかけではなく、

結果的に無気力になったということなのだろうと思います。例えば友人関

係が嫌になった結果、無気力になって登校できないということなのかなと

思うのです。そこの分析が、本当は大事だと思います。情緒的混乱も、結

果として情緒的混乱に陥ったということになるかと思います。 

逆に言うと、教員が調査する折に「この子、無気力だよな」という形で

挙げていることが、もしかしたらあるかもしれない。無気力とか情緒的混

乱をどのように扱うのか、不登校等になったきっかけの項目として扱うの

か、少し疑問に感じます。 

○青 蔭 

 委 員 

  石川委員おっしゃるとおり、私たちも経理などをしていると、これはど

こに当てはまるのか、迷うときがあります。それと同じように、教員も分

けるときに、どこかにこの数字を当てはめないといけないという潜在的な

意識が働くのだと思います。 

 入学してきた子どもを、いきなり分類しなくてはいけないというのでは

難しいことから、その子が小さいときにどう育ったかということを事前に

リサーチして、どういう環境にいるのかなど、もう少し幼少のころからの

ことを調べたらどうかと思います。そういったことからやっていかない

と、この大きな問題はなかなか解決しないのではないかと思います。 

○中 村 

 青少年 

 相談室長 

  ありがとうございます。 

 ご指摘いただいたとおりのところが、たくさんございます。無気力とい

うところを一言で片づけないで、また、学校の担任だけではなく複数の目

であるとか、関係機関も含めて、丁寧に見ていくということと、その事象

一つだけを見て判断するということがないように、成育歴や、そのお子さ

んの特性、家庭環境というところをからも丁寧に見ていかないといけない

と思います。 

また、報告形式についても検討させていただいて、よりわかるような形

にしていきたいと思います。 



21 

○柿 本 

 教育長 

  報告形式のきっかけは、きっかけや様子かと思います。今の様子が無気

力になっているとか、情緒的混乱を引き起こすということを回答できるよ

うに複数回答にしていると思いますので、そういったことも整理してくだ

さい。 

○小 松 

 委 員 

  家庭環境の問題というのが、増えています。数字の上だけで見るのは非

常に難しいと思いますが、家庭のことですので立ち入れない部分もあると

は思いますが、何か手立てを打っていかないといけないと思います。子ど

もたちには、学校ももちろんですけれども、やはり家庭が一番だと思うの

で、そこがうまくいかないことから、先ほど話が出ていたような最悪の事

態になってしまってはいけませんので、やはり細かく見ていっていただき

ながら、さらに件数が減っていくようにお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  他市と比べてスクール・ソーシャルワーカー、不登校支援員から挙がっ

た数も多くございます。やはり学校に来ない子に対して、学校の中で指導

しようとしても無理なので、家まで出向いていってということになりま

す。中学校の不登校支援員の家庭訪問数も非常に増えています。出かけて

いって直接支援するという流れが徐々に作られ始めていますので、小松委

員がおっしゃったようなところは大事にしながら、家庭環境にまでなるべ

く支援できるような体制を作っていきたいと思っております。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 では、報告を続けさせていただきます。 

 続きまして、半期ごとの報告となっております補助執行事業について、

報告のほうを求めます。 

 初めに、樋田文化振興課長。 

○樋 田 

 文 化 

 振興課長 

  １０ページからの「教育委員会の権限に属する補助執行事務の管理及び

執行の状況について」を報告させていただきます。 

 文化振興課が所管している施設といたしましては、つる舞の里歴史資料

館、下鶴間ふるさと館、それと郷土民家園の３館になります。 

 下半期の状況として、つる舞の里歴史資料館については、３，４４５名

の来館でございました。平成２７年の下半期は２，７３８人で、７００人

ほど増えてございます。「鉄道と駅とわたしたちの１００年」というテー

マの企画展を行いました。今回、シリウスにチラシを置いたという効果が

如実にあらわれていると感じております。やはりＰＲ効果があったと感じ

ております。 

 下鶴間ふるさと館は、３，７７６人でございました。昨年度の下半期

３，７７９人ですので、ほぼ同じでございます。 

 そして、指定管理になります郷土民家園は、１万７，１３０名でありま
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す。昨年度は１万８，０８１人となりますので、約１，０００人減ってご

ざいます。こちらは天候にも大変左右されます。特に、土日が、雨が降っ

てしまったときというのは来館者数がかなり減ってしまうということがご

ざいます。 

 ただ、私ども、文化スポーツ部、いわゆる生涯学習の部門ですけれど

も、毎年、数字を報告させていただいていますけれども、やはりここもい

ま一度考えていかなければいけないかなと思っております。実際に来られ

ている方、特にふるさと館は、ほぼ同じ人数ということでありますが、利

用している方は同じ方だということが想像できます。増えたことは確かに

評価測定の意味、指標の意味では必要な部分ではありますけれど、来られ

る方々の顔ですとか、年齢ですとか、その辺を十分把握して、きっかけを

作るということを生涯学習の部分でもやっていかなければいけないことか

なと感じております。 

 続きまして、文化財保護審議会です。 

 開催日は２月２７日に行われました。会議内容は大きく３つです。 

 平成２８年度郷土民家園指定管理事業の報告、平成２８年度文化財保護

関連事業の報告、そしてその他です。その他の２点目、市立図書館地域資

料コーナー、シリウスの中でございますが、渋谷土地区画整理関連遺跡展

「町の下にはムラがあった」ということで、今年初めて特別企画展とは別

に事業を興してみました。 

 これは、高座渋谷周辺の土地区画整理事業に伴いまして、平成１０年か

ら平成２５年まで断続的に行われておりました遺跡発掘調査の成果の展示

を目的に行いました。シリウスを拠点として、平成２９年２月２３日から

３月５日までのほぼ１０日間はシリウスで、その後、ＩＫＯＺＡで３月 

１０日から１２日まで、つる舞の里歴史資料館で３月１５日から２０日ま

で行いました。 

 発掘調査が行われたということも、もちろんですが、自分たちの身近に

遺跡が存在するということを、多くの方に知っていただきたいというのが

目的でございます。シリウスでは、ほぼ１０日で１，３５８人の方が展示

に来られました。ギャラリーの場所がいいということもございますが、こ

れを見ていただいてアンケートを取った中では、「こういったものが本当

に自分たちの身近にあった」という言葉をいただきまして、こういうもの

を知っていただくきっかけになったのではないかなと感じております。 

 そしてもう一つは、シリウスの中の歴史資料館にパンフレットを置くこ

とで、つる舞の里歴史資料館で行う事業等のことも知っていただくことが

できましたので、かなりインセンティブになってくると思います。 
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 続きまして、大きな３番、文化財愛護講座でございます。こちら３月５

日に「旧石器時代のつきみ野」ということをテーマに行いました。つきみ

野で旧石器が発見されてから約５０年が経つということを記念いたしまし

て、明治大学の教授をお招きして行いました。例年、ほぼ二、三十人とい

うところですが、今回はシリウスの学習センターで行いまして、当日の天

候が余りよくなかったもので１０人ほどのキャンセルがございましたが、

６８人の方に来ていただきました。 

 驚きましたのは、最後の質問の際に、講師に時間が足りないほど市民の

方からたくさんの質問が出ていましたことです。これもやはり効果があら

われたのかなと感じでおります。次の講座につながっていくのではないか

なと感じたものでございます。 

 次に、つる舞の里歴史資料館で１０月２５日から１２月１１日に行われ

ました「鉄道と駅とわたしたちの１００年」でございます。２７年が「地

形・地層・地震」というテーマでございました。それに比べまして、今

回、子どもさんたちが喜ぶようなプラレールを用意いたしました。また、

参加してくださった方には、自分でつくれる簡単なおみやげのようなもの

を用意しました。これによって１，７７１人の方が来られました。 

 「地形・地層・地震」のときに１，０１２人ですので、７５９人の方

が、多く来てくださったということになります。 

 今後、やはり生涯学習という面では幅広い年齢の方、生まれた赤ちゃん

から、高齢の方まで皆さんに興味を持っていただけるようなテーマ、ＰＲ

方法を今後も検討していきたいと考えております。 

 最後になりますが、つるまい土曜講座でございます。 

 こちらは、月に一度やっているものでございますが、今回は「鉄道と駅

とわたしたちの１００年」という企画展示の解説を主なものにいたしまし

た。大体１０人前後の方に参加いただいておりますけれども、細かな説明

までできました。人数にとらわれず、いろいろな方に参加していただける

ような企画にしていきたいと思っております。 

 報告は以上とさせていただきます。 

○柿 本 

 教育長 

  では続いて、前嶋図書・学び交流課長。 

○前 嶋 

 図書・学び 

 交流課長 

  １２ページ、学び交流担当、主に生涯学習センターに関するものでござ

います。 

 まず、１の社会教育委員会議運営事務でございます。 

 （１）第２９期社会教育委員会議でございますが、平成２８年度下半期

につきましては、定例会１回の社会教育委員会議を開催させていただきま
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した。２月９日の定例会におきましては、１月教育委員会定例会でご審議

いただきまして、諮問を受けました「こども読書わくわくプラン」につい

て協議をさせていただいたところでございます。 

 （２）から（６）までにつきましては、社会教育委員が担当いたしまし

た研修会の内容等を記載させていただいているところでございます。 

 １３ページ、２特別教室開放事業でございます。小学校５校、中学校４

校で、美術室や音楽室、調理室など、特別教室の空いている時間をお借り

いたしまして、生涯学習を目的とした団体に対して開放している事業でご

ざいます。平成２８年度の下半期の合計といたしまして、利用回数は 

５５８回、利用者数は８，６８４人となってございます。学校別の内訳

は、表のとおりでございます。 

 続きまして、１３ページから１８ページにかけて、３講座等開催事業で

ございます。 

 まず、生涯学習センターでございますが、昨年度の下半期のトピックと

いたしましては、皆様方ご承知のとおり、シリウスが下半期１１月３日に

オープンしたところでございます。生涯学習センターについても、そちら

に移転いたしまして、新規開設というような形になってございます。な

お、シリウスにつきましては、昨年度３月１７日に１００万人の利用者に

お越しいただきまして、４月２５日現在では、１２９万人の利用者の方に

来ていただいている状況でございます。 

 こちらの講座開催事業でございますが、実施しております講座や教室の

実施状況が１８ページまで記載しております。生涯の各期の課題や現代的

な課題に関する講座や教室等を実施しておりまして、事業数といたします

と、全５館で合計いたしますと７６事業、開催数として９１７回、延べの

参加人数といたしましては１万１，９２２人となってございます。 

 シリウスは指定管理者制度を導入しておりますので、１３ページ、１４

ページにつきましては、指定管理者の事業となっているところでございま

す。 

 １８ページの下段、４生涯学習情報提供・学習相談事業でございます。 

 平成２８年度下半期の各学習センターの学習における相談件数は、サー

クル団体に関するものから、その他というところまで、合計で４，２３５

件のご相談をいただいたところでございます。 

 １９ページ、５地域文化振興事業でございます。 

 各学習センターで行われておりますセンターまつりや文化振興に関する

事業の実施状況でございます。下半期におきましては、センターまつりを

３館で実施いたしまして、その他音楽公演会や演劇に関するものなど、合
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計６事業を実施したところでございます。 

 １９ページの下段から２０ページにかけて、６学習センター会議室、ホ

ール等貸し出し事務でございます。 

 会議室の利用状況でございますが、利用人数が延べ３６万１，１１６人

でございます。また、利用枠数／総枠数が記載されておりますが、学習セ

ンターは１枠２時間という時間区分におきまして、朝の９時から夜の９時

３０分まで、１日当たり６枠という形となっております。下半期の貸し出

し可能な総枠数が３万５，６３４枠、そのうちの利用枠数といたしまし

て、１万７，４９６枠となっておりまして、総枠数に対します利用枠数の

比率については、４９．０％となっているところでございます。昨年同期

は、５１．６％でございました。若干低下してございます。こちらにつき

ましては、生涯学習センターが、移転のため少しお休みがあったこと、並

びにシリウスの６階に市民交流スペースができたため、特に部屋を借りず

にその場で活動される方々も多くいらしたということも原因ではないかと

捉えているところでございます。 

 続きまして、ホールとギャラリーの利用状況でございます。 

 今回から、生涯学習センターのホールがなくなりました。渋谷学習セン

ターのホールの利用件数は７４１件、利用人数は７万５８１名でございま

す。 

 地区の学習センターのギャラリーの利用状況でございます。 

つきみ野学習センターのギャラリー、延べの利用日数が６６日、延べ来

場者数が２，６９９名、桜丘学習センターにつきましては、同様で延べ日

数９８日、延べ来場者数といたしまして４，４１０名、渋谷学習センター

につきましては、延べ利用日数が８７日、延べ来場者数が５，１７９人と

なっているところでございます。 

 ３つのギャラリーの合計といたしましては、延べ日数２５１日、延べ 

１万２，２８８人の来場をいただいたところでございます。 

 生涯学習センター関連のご報告は以上です。 

 続きまして、図書館につきまして、ご報告させていただきます。 

 ２１ページ、図書館の利用状況でございます。 

こちらにつきましては、シリウスの図書館及び地区の学習センターの図

書室を含めた利用状況でございます。 

 貸し出し利用者数につきましては、下半期では１８万８，５２７人、昨

年の同期では１４万人余りでございますので、約４万８，０００人という

大幅な増加となってございます。こちらにつきましては、シリウスの来館

者数と比例するところであると認識しております。 
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 また、貸し出し冊数につきましても、５７万８，５７９冊で、前年同期

と比較いたしましても４万２，０００冊の増となっており、こちらも大幅

な増加となっているところでございます。 

 続きまして、２図書館行事の実施状況でございます。 

 （１）夜のこども図書館舞台「メリーフェアリーライブラリー」でござ

いますが、シリウスの図書館のオープニングイベントとして企画し、開館

直後の土日の２日間、延べ６回にわたり開催いたしました。５００人とい

う大変多くの方に参加いただきました。 

 （２）読書推進ボランティアのつどいでございますが、図書館でのボラ

ンティアと地域の学校等でのボランティアをされている方同士の意見交換

会でございます。３月１４日に開催させていただき、１３人の方の参加が

ございました。 

 （３）やまとブックスタートにつきましては、４カ月健診の際に来られ

た乳幼児と保護者の方に、当初より本に親しんでもらう機会を提供する事

業といたしまして、昨年度下半期につきましては、１８回実施させていた

だき、１，０２９人の方に、２，０５７冊の絵本を配布させていただきま

した。 

 ２２ページ、（４）おはなし会参加者数でございます。シリウス赤ちゃ

んおはなし会を初め、下半期につきましては、合計で１，２５０人の参加

をいただいたところでございます。 

 （５）健康テラス開催状況でございます。こちらは、シリウスにできま

した新しい図書館４階部分の北側の比較的明るい部分に、健康テラスとい

うものを設置しました。こちらは健康図書館という形でございますが、健

康テラスにおきまして、基本的に毎日健康に関する講座等を実施してまい

りました。１１月からのスタートで、合計１４９回、３，９４５人の参加

がございました。４月１９日の読売新聞の夕刊全国面におきましても、こ

この健康テラスにつきまして、報道があったというところでございます。 

 ２３ページ、（６）大和市立図書館映画会でございます。 

 下半期につきましては、シリウス内の生涯学習センターの講習室を利用

いたしまして、４回開催し、延べ１６５人の参加がございました。 

 最後となりますが、３職場体験学習の受け入れでございます。 

こちらにつきましては、市内の中学校７校、合計２８人の生徒を受け入

れ、図書館業務について体験していただいて、指定管理者の方々からも

「一生懸命やっていただいている」というようなお話もあって、生徒から

も「非常に勉強になった」というようなご感想をいただいているところで

ございます。 
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 図書館の関連の報告につきましては、以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  では、続きまして、鈴木スポーツ課長。 

○鈴 木 

 スポーツ 

 課 長 

  ２４ページ、学校開放事業についてご報告させていただきます。 

 平成２８年度下半期の学校開放利用件数と利用人数を学校別にお示しし

ております。 

 校庭の利用に関しましては、中学校は、基本的に土・日・祝日を含め部

活動で使用しておりますので、学校開放事業は実施しておりませんが、渋

谷中学校につきましては、ナイター照明を設置していますので、夜間開放

による利用の件数が多くなってございます。ナイター照明につきまして

は、小学校のうち北大和小学校、大和小学校にも設置しておりますので、

他の学校に比べて、校庭の利用件数が多くなってございます。 

 また、その他といたしまして、校庭の利用人数、９万３，９９０人とな

っておるのですが、こちら、前年比でいいますと４，６００人ほど減して

おります。１０月の各地区の体育振興会の運動会が雨で中止になってしま

ったということで、１，０００名単位の事業が中止になったというもので

ございます。 

 全体の件数につきましては、校庭が１，８４３件で、前年度下期に比べ

プラス１５件、体育館・武道場が５，２３３件で、前年度下期に比べプラ

ス２１２件となってございます。 

 全体では、前年比は若干ではありますが増加しており、学校施設の工事

や雨天等により利用できない期間を除きますと、かなり高い利用率で実施

されているものでございます。ここ数年の増減の理由としましては、改修

工事によるものが大きく、利用可能日の変動が利用件数の変動にそのまま

移行しているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

 

  それでは、最後の報告になります。 

○平 野 

 こども・ 

 青少年 

 活動推進 

 担当係長 

  こども部こども・青少年課の事務事業のうち、下半期の補助執行事業の

主なものをご報告申し上げます。 

 ２５ページ、１青少年センター運営事業でございます。 

こちらは、青少年団体等へ青少年センター内の体育室、音楽室等の室内

の施設を提供する事業でございます。利用者数は、１万２，６９３人、上

半期と合わせますと、年間２万６，７２２人にご利用をいただいておりま
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す。１日平均では約９０人の利用でございます。昨年度との比較では、

１，０５７人の減少でございました。 

 ２青少年キャンプ施設管理運営事業でございます。泉の森ふれあいキャ

ンプ場の利用実績は、下半期合計５，４５７人で、上半期と合わせますと

年間１万３，９８５人です。昨年度と比較しますと、９７４人の減少でご

ざいますが、こちらの理由としましては、実施日数が１３日減少し、稼働

率が約５％減少している影響からと考えております。 

 ３成人式でございます。教育委員会３月定例会でもご報告させていただ

きましたが、参加者数が１，５３１人、参加率は６９．４％でございま

す。参加率は昨年度を下回っておりますが、全国で行われました「成人式

大賞」を受賞させていただきました。 

 ４親子ふれあい事業でございます。この事業は、明るいまちづくりを目

指し、親子、地域の触れ合いを推進する事業でございます。市域１５カ所

におきまして、それぞれ実行委員会を組織し、団体コーナーの出展や体

験・飲食物の提供・演奏・普及啓発活動等を企画・運営しております。 

 平成２８年１０月１６日から平成２９年１月９日までの期間に開催し、

参加者数は合計１万４，２６７人と、昨年度と比較すると若干の増加でご

ざいました。役員数でございますが、それぞれの実行委員会で、数多くの

団体等に参画いただいておりますが、この人数も４，５０２名となり、昨

年度よりも増加傾向にございます。地域ぐるみの活動という事業の趣旨か

らも、参加者だけではなく、地域で活動されている方々に多くのお手伝い

をいただけるような事業にしていきたいと考えております。 

 ５青少年育成事業でございます。この事業は、子どもたちを対象に自ら

が企画し、それぞれ活動を行う事業でございます。大和ユースクラブの事

業、こども広場、卓球の広場、お話し会、母と子のプレイルーム、中高校

生ボランティア体験がございます。参加者数は、昨年度と比較して減少し

ている事業もございますが、全体としては、増加となっております。 

 ６青少年指導者育成支援事業でございます。この事業の中の一つに、青

少年センターまつりがございます。昨年１２月４日に開催し、来場者数は

７６６人でございました。昨年が１，１６２人でしたので、３９６人の減

少となっております。 

 最後に、７放課後子ども教室管理運営事業でございます。この事業は、

市内小学校全１９校で週３日開催しているものでございます。参加者数

は、１０月から２月までの実績で、４万２，５３８人、年間では 

８万６，０４９人のご参加をいただいております。昨年度は、８万３０人

の参加でございましたので、約６，０００名の増加とかなり伸びておりま
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す。昨年度まで実施しておりました参加登録申し込み制度の廃止、そして

直接参加児童の終了時間を延長し、子どもたちが気軽に参加できる運営体

制の見直しを図ったところが要因と考えられております。また、点検を実

施しております放課後寺子屋やまとの定着がありましたので、今までひろ

ばに遊びに来たことのない児童も、寺子屋やまとで勉強した後に参加、特

に低学年ではその流れが定着化しているような状況となっているところで

ございます。 

 報告は以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

 ここで議事運営上、会議時間を１２時３０分まで延長させていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまの報告に関しまして、質疑、ご意見等ございました

らお願いいたします。 

○鈴 木  

 委 員 

  企画展の「町の下にはムラがあった」とか「鉄道と駅とわたしたちの 

１００年」を見ましたけれど、非常に企画がよくて人がたくさんいらし

て、シリウスでそういう展示をされ、シリウス効果ということで、ほかの

いろいろなスペースを紹介することができ、よかったと思っております。 

 ２６ページの放課後子ども教室でございますけれど、昨年と比べて、

６，０００人増えたことも非常によいことだとは思いますが、増えること

によって、指導員・職員の環境やスペースの問題として、何か考えられて

いることがありましたらお願いいたします。 

○平 野 

 こども・ 

 青少年 

 活動推進 

 担当係長 

  現在、放課後子ども教室におきまして課題になっているのが、いわゆる

活動場所の確保でございます。 

子ども教室自体が放課後の学校の空き教室を利用して実施するというこ

とになっております。活動場所としましては校庭、体育館、また、図工室

などの特別教室等を学校からお借りしているところでございますが、学校

でも児童数の増加に伴いまして、いわゆる余裕教室がかなり少なくなって

いるというところでございます。学校とも密に連携を取りながら、教室の

確保に努めているところでございます。 

 以上です。 

○石 川 

 委 員 

  私も「町の下にはムラがあった」、「鉄道と駅とわたしたちの１００

年」の両方ともを見させていただきました。それぞれ展示の工夫があっ

て、とてもいい企画だったと思っています。鉄道１００年のほうは、つる

舞の里というところで、ちょっと場所が狭かったり、コンパクトだったよ

うな気がします。「町の下にはムラがあった」はシリウスでとても広々と

して、展示も実物大の住居跡があり、とてもよかったです。このような企

画、展示をこれからもやっていただけたらと思います。 
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 以上です。 

○小 松 

 委 員 

  鉄道に興味を持っている子どもが非常に多いので、「鉄道と駅とわたし

たちの１００年」は、子どもたちにとっても合っていたのかなと思ってい

ます。シリウスにチラシを置いたことがよかったのではないかという説明

をお聞きしたのですが、どのようにインフォメーションをしていくか、ど

のように皆さんに伝えていくかというところでも、それぞれの企画の来場

者数に影響してくると思います。実際私も見ていく中で、こんなこともや

っていたと知ることもありましたので、いま一度対策としていただけた

ら、たくさんの方にもっと知っていただけるのかなと考えます。 

○青 蔭 

 委 員 

 一生懸命実施していただいて、参加人数も増えていることは、うれしい

ことと存じます。図書館も３カ所にできあがって大和を３つの部分に分け

るとすると、シリウスだけでなくて、その地域に合った、地域独自の、地

域の特色のあるイベントを手がけていただきたいと思います。それには、

小松委員がおっしゃったようにインフォメーションをどのようにおこなっ

ていくのかということがありますので、ぜひ周知していっていただきたい

と思っております。 

○柿 本 

 教育長 

  いかがですか。よろしいでしょうか。 

 では、続きまして「平成２９年度大和市立小・中学校の学校評議員委嘱

状況について」、藤井指導室長。 

○藤 井 

 指導室長 

  学校評議員とは、学校教育法施行規則第４９条及び第７９条に規定され

ているもので、校長の求めに応じ学校運営に関し意見を述べたり、学校関

係者として学校評価に参加したりしております。 

 今年度の学校評議員の人数は、平成２９年４月１日現在で、小学校 

１１０名、中学校４７名であります。１校当たりの平均人数が小学校で

５．８人、中学校では５．２人となっております。男女の割合は、小中学

校とも約３対２となっております。 

 委員につきましては、小中学校とも民生委員、児童委員、自治会関係者

やＰＴＡ関係者など地域に関係の深い方々が多い傾向が見られます。ま

た、近隣の学校の教職員が評議員になるケースも見られております。具体

的には、中学校区内の小中学校でお互いの評議員になっているケースや、

近隣の高等学校の校長先生が評議員になっているケースなどもございま

す。 

 今年度、新たに評議員になられた方は小学校で１８名、中学校で７名、

合わせて２５名となっており、全体に占める割合でいうと、小学校では 

１６％、中学校では１５％となっております。 

 以上が委嘱状況です。 
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 続きまして、昨年度の評議員の活動状況です。全体の平均開催回数は、

小学校で２．９回、中学校で２．４回でした。 

 全体会では、学校教育目標や学校の経営方針の説明、また、学校の現状

や取り組み状況の報告、さらに学校評価などが行われております。特徴と

いたしまして、小学校では登下校の安全対策など、子どもの安全・安心に

かかわる協議が多く、中学校では教育課程，生徒指導上の課題等について

の協議が多く見られています。 

 共通した話題といたしましては、地域と連携した子どもたちの活動や、

学校の教育活動に対する評価であり、特に学校評価は、よりよい学校づく

りをするため重要であると捉えております。 

 また、個別・その他の訪問につきましては、小学校で８．９回、中学校

で８．３回となっております。 

 個別・その他の訪問というのは、学校行事や「学校へ行こう週間」とい

う中、またそれ以外にでも、日ごろの教育活動の見学や、その中でご意見

をいただくこともございます。現在は、地域の中の学校として、学校だけ

では支え切れない部分を保護者や地域の方々の力も借りながら、子どもた

ちの健全育成に努めていくことも重要であると捉えております。 

 また、多角的な意見をいただけることや、さまざまな情報提供をいただ

けるという中では、非常に有効な機会であると捉えております。 

 以上です。 

○鈴 木  

 委 員 

  私も学校評議員制度ができた頃から、学校評議員をした経験があります

が、今は回数も多くなり、いろいろな情報が出てくると思うのですけれど

も、課題などについてはございますか。 

○藤 井 

 指導室長 

  本日の定例会の初めのところで、教育長のほうからコミュニティスクー

ルの話もございました。学校評議員の方が、地域の方々のご意見をいただ

きながら、評価ということがあったわけですけれども、さらに一歩進めて

いく中で、こういう方々の協力も得ながら、地域の中の学校という運営を

していくことも、その１つなのかと思います。 

 活性化会議や、さまざまなところで、学校には協力していただいていま

すが、組織としてどのように位置づけていくかなど、どう整理していくの

かということがあると思います。 

○青 蔭 

 委 員 

  今まで各地域で学校運営に携わっていただいた方々が、大勢いらっしゃ

います。また、新しい制度として教育委員会に協議会設置の努力義務が課

せられることになり、新しい方に携わっていただく中で、学校評議員とし

ての立ち位置が変わってまいりますので、校長や学校運営との関係なども

含めしっかりとらえ検討し、開かれた学校をつくっていただきたいという
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ことを思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 本当におっしゃっていただいたとおりだと認識しております。本日の議

題ではありませんが、コミュニティスクールは、これから努力義務という

ことになってまいりました。学校の独自性や学校としての役割を守りつつ

なおかつ、地域の方のご協力を得ながら、どれだけ開かれた学校をつくっ

ていくかというところでございます。どういう組織をつくっていくかとい

うことにかかわってきますので、青蔭委員おっしゃっていただいた課題を

踏まえながら、また皆様にご協力いただきたいと思います。 

○石 川 

 委 員 

  学校運営協議会、いわゆるコミュニティスクールの問題は、他の地域で

既に始まっているところもありますが、課題をきちんと押さえて、慎重に

進めていく、きちんと議論して進めていくということが大事だと思いま

す。努力義務だからといって、早急に立ち上げるとかということではな

く、慎重に検討していくということが大事だと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 慎重にということは、皆様同じ思いということで確認させていただきま

す。 

 よろしいでしょうか。事務局より何かございますか。 

 委員の皆様から何かございますか。 

特にないようでしたら、５月の定例会の日程をお知らせいたします。 

５月定例会は５月２３日火曜日、午前１０時からを予定しております。 

   

◎閉会 

 

○柿 本 

 教育長 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、教育委員会４月定例会を閉会いたします。 

  閉会 午後０時１５分 

 


